
＜参考資料＞ 

 インフルエンザ及び新型コロナウィルス感染症について、発症日（症状が出始めた日）を０日として 

 出席停止期間を確認してください。 

 

 ※出席停止期間 

インフルエンザは、発症後５日を経過し、かつ、解熱後２日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症は、発症後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

 

 


